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包括外部監査の監査結果に基づく措置の公表について 

地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により、包括外部監査の監査結果に基づ

く措置を講じた旨の通知がありましたので、同項の規定によりその内容を次のと

おり公表します。 



包括外部監査　措置状況報告書

措置状況欄の記載方法

〇、△、×のいずれかを記入

〇 ： 措 置 済　 　措置を講じた(実施中を含む)もの

△ ： 検 討 中　 　対応を検討中のもの

措置状況（既に措置済のものを含む） × ： 措置不要　　措置を講じないことを決定したもの

検討中 措置不要 合計

0 9 77

番号
報告書
ページ

指摘：■
意見：▲

監査対象補助金 指摘及び意見の概要
措置
状況

措置等の内容 所管部 所管課

25 72 ▲
軽費老人ホーム
利用料補助金

補助金の交付が月ごとに行われてい
るが、申請者・市それぞれの事務効
率化の観点から、まとめて支給するな
ど支給タイミングを検討することが望
まれる。

×

支給タイミングの変更について検討
を行ったが、事業所の担当者変更等
もあり、毎月修正が生じているため、
一定期間分まとめて支給するのは困
難と判断した。今後も事務効率化を
図るため方策の検討を続けていく。

福祉部 高年福祉課

監査委員公表日 2025年11月17日

措置済

68

特定の事件名（監査テーマ) 補助金に係る事務の執行について

監査実施年度 2022（令和４）年度

提出日(最新提出日) 2025年9月29日



包括外部監査　措置状況報告書

措置状況欄の記載方法

〇、△、×のいずれかを記入

〇 ： 措 置 済　 　措置を講じた(実施中を含む)もの

△ ： 検 討 中　 　対応を検討中のもの

措置状況（既に措置済のものを含む） × ： 措置不要　　措置を講じないことを決定したもの

検討中 措置不要 合計

6 3 59

番号
報告書
ページ

指摘：■
意見：▲

監査対象事項等 指摘及び意見の概要
措置
状況

措置等の内容 所管部 所管課

2 37 ▲
福祉施設の統廃合
【意見２】

市内21カ所の高齢者等福祉施設（いき
いきセンター、いこいの広場、つどいの
里）について、利用状況に偏りがある。
各施設老朽化が進んでおり、今後大規
模修繕も含めた維持管理費用の増加が
見込まれる。利用状況の推移等も含め、
長期的な視点で隣接する施設等との再
編成を検討することが望まれる。

△
高齢者福祉施設について、2025年市
政アンケートを実施し、その結果を参
考に統廃合等を検討する。

福祉部 高年福祉課

4 46 ▲

《配食サービス事業
委託料》
検便の実施の有無の
確認 【意見４】

委託契約書では委託先に月に１回以上
の検便の実施を求めているが、市はそ
の確認は行っていない。実施結果を提出
させるなど、確認の対応を検討された
い。

〇
2025年度から検査結果報告書を毎
月提出させるようにした。

福祉部 高年福祉課

5 46 ▲

《配食サービス事業
委託料》
利用者による配食
サービスの実績確認
の頻度 【意見５】

委託業者の使用している実績確認用の
様式が月末に1カ月分まとめて利用者か
らサインをもらうものとなっている。利用
者は高齢者であり、月１回の確認では正
確な利用実績が反映されない可能性が
あるため、日次での確認を実施すること
が望まれる。

×

利用者によっては弁当の受け渡し方
法が異なる場合があり、日次でサイ
ンをもらえない可能性がある。また、
利用者及び業者にとって負担となる
ため、他の方法を検討する。

福祉部 高年福祉課

8 50 ▲

《緊急通報業務等委
託料》
無線型の導入の検討
【意見７】

緊急通報システムの利用には電話回線
が必要で、電話回線がない場合は回線
工事を行っている。少しでも利用しやすく
なるように、「無線型式」の導入について
将来的に検討することが望まれる。

△

現在委託している業者は、電話回線
を利用しないシステムを開発中であ
るが、固定型より費用が高くなった
り、取り扱える業者も限定される可能
性がある。次回契約時に無線型緊急
通報導入の可否について検討する。

福祉部 高年福祉課

9 53 ▲

《ねたきり高齢者等見
舞金》
将来的な事業内容の
検討【意見８】

市独自事業として実施しているが、今
後、対象者の増加による市の負担増加
が見込まれる。県内他の政令指定都市
及び中核市では実施していない市もあ
り、現在の事業効果等を踏まえ今後検
討することが望まれる。

△

対象者人数の推移に注視しながら、
家族介護用品給付事業が保健福祉
事業に移行する際に家族介護用品
給付事業に統合を検討する。

福祉部 高年福祉課

14 66 ▲

《高齢者生きがいセ
ンター指定管理料》
生きがいセンターで
の相談事業の実施
【意見13】

指定管理事業の１つ「高齢者の健康保
持のための相談及び指導に関する事
業」について、随時相談を受け付ける体
制となっているが、件数は多くない。専門
職への依頼、定期的な開催等について
検討されたい。

△
施設に相談等を受付している旨の案
内表示や、日時を決めて相談を受付
ける等を検討する

福祉部 高年福祉課

19 73 ▲

《地域包括支援セン
ター委託料》
委託料における事務
費分の設定基準【意
見17】

他の施設と比較して規模等が半分程度
という理由で事務費が半額に設定されて
いる施設があった。事務費として想定さ
れるものは、事業規模等に比例するもの
とそうでない固定費もあるため、今一度
検討するとともに、判断根拠について明
確にすることが望まれる。

△

委託料見直しについて、継続的に検
討している。また、センター運営に必
要な管理費についての精査を行い、
2026年度の予算要求に臨むこととし
た。

福祉部 高年福祉課

20 74 ▲

《地域包括支援セン
ター委託料》
委託料の基準値の見
直し【意見18】

人件費、事務費について、開設当初から
変更されていない。現在実施している各
包括支援センターとの話し合い含め、委
託料見直しの必要性を検討することが望
まれる。また、定期的な見直しのため、
委託料の積算方法を保存することが望
まれる。

△
委託料見直しについて、継続的に検
討している。また、積算方法等もデー
タ保存していくこととした。

福祉部 高年福祉課

監査委員公表日 2025年11月17日

措置済

50

特定の事件名（監査テーマ) 高齢者福祉事業及び介護保険事業に関する事務の執行について 

監査実施年度 2023（令和５）年度

提出日(最新提出日) 2025年11月6日


























